
第８６４回宮城県教育委員会臨時会日程

日 時：平成２７年３月２０日（火）午後１時３０分から

場 所：県行政庁舎１６階 教育委員会会議室

１ 出 席 点 呼

２ 開 会 宣 言

３ 第８６４回教育委員会会議録署名委員の指名

４ 議 事

第１号議案 宮城県教育委員会会議規則の一部改正について （総 務 課）

第２号議案 宮城県教育委員会傍聴人傍聴規則の一部改正について （総 務 課）

第３号議案 教育長に対する事務の委任等に関する規則の一部改正について （総 務 課）

第４号議案 教育長の退職手当の支給に関する規則の廃止について （総 務 課）

第５号議案 宮城県教育委員会公告式規則の一部改正について （総 務 課）

第６号議案 宮城県教育委員会に属する単純労務職員の給与に関する規則の一 （教 職 員 課）

部改正について

第７号議案 宮城県教育委員会に属する職員等の旅費及び費用弁償の支給規則 （教 職 員 課）

の一部改正について

５ 閉 会 宣 言



 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を 

改正する法律の施行に伴う規則改正について 

 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第 

７６号）が平成２７年４月１日に施行されることに伴い、下記のとおり教育委員会規則の

改正が必要となる。 
 

規則名 改正理由 改正内容 

宮城県教育委員会会議規則 

 

（第１号議案） 

・教育委員長職が廃止され、

教育委員長と教育長を一

本化した新「教育長」が置

かれることとなること。 

（経過措置あり） 

 

・新「教育長」の職務は、教

育委員会会議の主宰や事

務の執行など、教育委員長

と教育長の職務の両方の

権限を持つこと。 

・議事進行等を委員長か

ら教育長が行うことと

するもの。 

 

・会議録の公表について

規定するもの。 

宮城県教育委員会傍聴人 

傍聴規則 

（第２号議案） 

・退場の命令を委員長か

ら教育長が行うことと

するもの。 

教育長に対する事務の委任 

等に関する規則 

（第３号議案） 

・新「教育長」は、首長が、

議会の同意を得て、直接任

命すること。 

・教育長に委任できない

事務のうち、教育長の

任免等に関する規定を

削除するもの。 

教育長の退職手当の支給に 

関する規則 

（第４号議案） 

・新「教育長」は、特別職の

みの身分を有することか

ら、本規則の前提となる条

例が廃止されること。 

・当該規則を廃止する 

もの。 

宮城県教育委員会公告式 

規則 

（第５号議案） 

・法改正により条ずれが発生

するため。 

・条ずれを修正する 

もの。 

 

（経過措置） 

  改正法附則第２条の規定により、施行日時点で在職する教育長については、その教育委

員としての任期中に限り、従前の例により在職することとされており、現行の教育長が在

職する間は、これまでの体制等が維持されるようにするもの。 

第１号議案～第５号議案 説明資料 
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第１号議案

第１号議案

宮城県教育委員会会議規則の一部改正について

宮城県教育委員会会議規則（昭和３１年宮城県教育委員会規則第５号）の一部

を別紙のとおり改正する。

平成２７年３月２０日提出

宮城県教育委員会教育長 髙 橋 仁
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宮
城
県
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

宮
城
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

本
則
中
「
委
員
長
」
を
「
教
育
長
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
、
委
員
」
を
「
、
教
育
長
又
は
委
員
」
に
、
「
出
席
委
員
」
を
「
出
席
者
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
委
員
の
」
を
削
る
。

第
十
二
条
中
「
出
席
委
員
」
を
「
出
席
者
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
委
員
が
」
を
削
り
、
「
と
き
」
を
「
者
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
を
削
り
、
第
十
七
条
を
第
十
六
条
に
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
各
委
員
」
を
「
出
席
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
二
十
二
条
を
第
二
十
一

条
と
す
る
。

第
二
十
三
条
中
「
委
員
」
を
「
出
席
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
四
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
二
十
五
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
第
二
十
六
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

第
二
十
七
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

二

教
育
長
及
び
委
員
の
氏
名
及
び
出
欠
状
況

第
二
十
八
条
に
次
の
項
を
加
え
、
同
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰

り
上
げ
る
。

４

承
認
さ
れ
た
会
議
録
は
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附

則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
宮
城
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
改
正
前

の
宮
城
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
（
以
下
、
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
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の
場
合
に
お
い
て
、
旧
規
則
第
一
条
中
「
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律

第
百
六
十
二
号
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
」
と
す
る
。
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宮城県教育委員会会議規則の一部改正の概要  

 

 

 

１  改正理由  

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律（平成２６年法律第７６号）の施行に伴い、教育委員長職

が廃止され、教育委員長と教育長が一本化された新「教育長」

が置かれることとなった。  

 これにより、教育委員会の会議について、新「教育長」が主

宰することとなったため、当該規則の所要の改正を行うもの。  

 

２  改正内容  

 

（１）本則中「委員長」を「教育長」に改めるもの。  

 

（２）教育長が委員ではなくなることから、「委員」の部分を

「教育長及び委員」を指す文言に改めるもの。  

 

（３）議事録の公表について、明記するもの。  

 

（４）条ずれについて修正するもの。  

 

３  施  行  日  

  平成２７年４月１日  
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第
一
章 

総
則 

(

こ
の
規
則
の
目
的)

 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭

和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
十
六
条
の
規
定
に
基
き
、
同
法
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
宮
城
県
教
育
委
員
会
の
会
議(

以
下
「
会
議
」
と
い
う
。)

等

に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

(

出
席)

 

第
二
条 

委
員
は
、
招
集
の
当
日
、
指
定
の
時
刻
ま
で
に
、
指
定
の
場
所
に
参

集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

出
席
し
た
委
員
は
、
出
席
簿
に
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

委
員
は
、
病
気
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
そ
の
旨
を
あ
ら
か
じ
め
教
育
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
章 

招
集
及
び
会
期 

(

招
集
の
告
示)

 

第
三
条 

教
育
長
は
、
会
議
開
催
の
場
所
、
日
時
及
び
会
議
に
付
議
す
べ
き
事

件
を
あ
ら
か
じ
め
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
急
を
要
す
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い
。 

(

定
例
会
及
び
臨
時
会)

 

第
四
条 

会
議
は
、
定
例
会
及
び
臨
時
会
と
す
る
。 

２ 

定
例
会
は
、
毎
月
一
回
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

臨
時
会
は
、
教
育
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
又
は
委
員
二
人
以
上
の

者
か
ら
そ
の
招
集
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
に
、
招
集
す
る
。 

４ 

会
議
招
集
の
告
示
後
に
急
施
を
要
す
る
事
件
が
生
じ
た
と
き
は
、
前
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
直
ち
に
、
会
議
に
付
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
(

会
期)

 

第
五
条 

定
例
会
及
び
臨
時
会
の
会
期
は
、
一
日
と
す
る
。 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 
〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
） 

 

新
旧
対
照
表
（
案
） 

 

第
一
章 

総
則 

(

こ
の
規
則
の
目
的)

 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭

和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
十
五
条
の
規
定
に
基
き
、
同
法
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
宮
城
県
教
育
委
員
会
の
会
議(

以
下
「
会
議
」
と
い
う
。)

等

に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

(

出
席)

 

第
二
条 

委
員
は
、
招
集
の
当
日
、
指
定
の
時
刻
ま
で
に
、
指
定
の
場
所
に
参

集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

出
席
し
た
委
員
は
、
出
席
簿
に
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

委
員
は
、
病
気
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
そ
の
旨
を
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
章 

招
集
及
び
会
期 

(

招
集
の
告
示)

 

第
三
条 

委
員
長
は
、
会
議
開
催
の
場
所
、
日
時
及
び
会
議
に
付
議
す
べ
き
事

件
を
あ
ら
か
じ
め
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
急
を
要
す
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い
。 

(

定
例
会
及
び
臨
時
会)

 

第
四
条 

会
議
は
、
定
例
会
及
び
臨
時
会
と
す
る
。 

２ 

定
例
会
は
、
毎
月
一
回
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
臨
時
会
は
、
委
員
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
又
は
委
員
二
人
以
上

の
者
か
ら
そ
の
招
集
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
に
、
招
集
す
る
。 

４ 

会
議
招
集
の
告
示
後
に
急
施
を
要
す
る
事
件
が
生
じ
た
と
き
は
、
前
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
直
ち
に
、
会
議
に
付
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(

会
期)

 

第
五
条 

定
例
会
及
び
臨
時
会
の
会
期
は
、
一
日
と
す
る
。 

現 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

行 

   

条
ず
れ
の
修
正 

       

地
教
行
法
の
改
正

に
伴
い
、
「
委
員

長
」
か
ら
「
教
育

長
」
に
改
め
る
も

の
。 

  

備 
 
 
 

考 
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(

会
期
の
延
長)

 

第
六
条 
会
期
内
に
議
題
の
審
議
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
又
は
急
施

を
要
す
る
事
件
が
あ
る
と
き
そ
の
他
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
会
議
の
議

決
に
よ
り
、
会
期
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る 

第
三
章 
会
議 

(

会
議
の
公
開)

 

第
七
条 

会
議
は
公
開
と
す
る
。 

 
(

秘
密
会)

 

第
八
条 

会
議
は
、
教
育
長
又
は
委
員
の
発
議
に
よ
り
、
出
席
者
の
三
分
の
二
以

上
の
多
数
で
議
決
し
た
と
き
は
、
秘
密
会
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の 

 
 

発
議
は
、
討
論
を
行
わ
な
い
で
そ
の
可
否
を
決
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

３ 

秘
密
会
の
会
議
を
開
く
と
き
は
、
教
育
長
は
、
会
議
に
関
係
の
な
い
者
及
び

一
般
傍
聴
者
を
退
席
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

開
会
及
び
閉
会)

 

第
九
条 

会
議
は
、
午
前
十
時
に
開
き
、
午
後
五
時
に
閉
じ
る
。
た
だ
し
、
教
育

長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
又
は
会
議
に
お
い
て
議
決
し
た
と
き
は
こ
の

限
り
で
な
い
。 

第
十
条 

会
議
の
開
会
及
び
閉
会
は
、
教
育
長
が
宣
言
す
る
。 

(

開
議
、
散
会
等)

 

第
十
一
条 

開
議
、
散
会
、
延
会
、
中
止
又
は
休
憩
は
、
教
育
長
が
宣
告
す
る
。 

２ 

教
育
長
が
開
会
又
は
開
議
を
宣
告
し
な
い
前
及
び
散
会
、
延
会
、
中
止
又
は

休
憩
を
宣
告
し
た
後
は
、
何
人
も
議
事
に
つ
い
て
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。 

第
十
二
条 

開
議
時
刻
後
相
当
の
時
間
を
経
て
も
な
お
出
席
者
が
定
足
数
に
満
た

な
い
と
き
又
は
議
事
中
退
席
す
る
も
の
が
あ
つ
て
定
足
数
を
欠
い
た
と
き
は
、

延
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

(

会
期
の
延
長)

 

第
六
条 

会
期
内
に
議
題
の
審
議
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
又
は
急
施

を
要
す
る
事
件
が
あ
る
と
き
そ
の
他
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
会
議
の
議

決
に
よ
り
、
会
期
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
三
章 

会
議 

(

会
議
の
公
開)

 

第
七
条 

会
議
は
公
開
と
す
る
。 

(

秘
密
会)

 

第
八
条 

会
議
は
、
委
員
の
発
議
に
よ
り
、
出
席
委
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数

で
議
決
し
た
と
き
は
、
秘
密
会
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
委
員
の
発
議
は
、
討
論
を
行
わ
な
い
で
そ
の
可
否
を
決
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

３ 

秘
密
会
の
会
議
を
開
く
と
き
は
、
委
員
長
は
、
会
議
に
関
係
の
な
い
者
及
び

一
般
傍
聴
者
を
退
席
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

開
会
及
び
閉
会)

 

第
九
条 

会
議
は
、
午
前
十
時
に
開
き
、
午
後
五
時
に
閉
じ
る
。
た
だ
し
、
委
員

長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
又
は
会
議
に
お
い
て
議
決
し
た
と
き
は
こ
の

限
り
で
な
い
。 

第
十
条 

会
議
の
開
会
及
び
閉
会
は
、
委
員
長
が
宣
言
す
る
。 

(

開
議
、
散
会
等)

 

第
十
一
条 

開
議
、
散
会
、
延
会
、
中
止
又
は
休
憩
は
、
委
員
長
が
宣
告
す
る
。 

２ 
委
員
長
が
開
会
又
は
開
議
を
宣
告
し
な
い
前
及
び
散
会
、
延
会
、
中
止
又
は

休
憩
を
宣
告
し
た
後
は
、
何
人
も
議
事
に
つ
い
て
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。 

第
十
二
条 
開
議
時
刻
後
相
当
の
時
間
を
経
て
も
な
お
出
席
委
員
が
定
足
数
に
満

他
な
い
と
き
又
は
議
事
中
退
席
す
る
も
の
が
あ
つ
て
定
足
数
を
欠
い
た
と
き
は

、
延
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

現 
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(

議
事
日
程)

 

第
十
三
条 

会
議
の
議
事
日
程
は
、
教
育
長
が
定
め
る
。 

２ 

前
項
の
議
事
日
程
を
変
更
し
、
追
加
し
又
は
削
除
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

教
育
長
は
、
会
議
に
は
か
つ
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

議
題
の
宣
告)

 

第
十
四
条 

事
件
を
議
題
と
す
る
と
き
は
、
教
育
長
は
、
そ
の
旨
を
宣
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
教
育
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
数

件
を
一
括
し
て
議
題
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(

発
言
、
質
疑
及
び
討
論)

 

第
十
五
条 

委
員
が
発
言
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
教
育
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

第
十
六
条 

質
疑
及
び
討
論
は
、
議
題
外
に
わ
た
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

教
育
長
は
、
質
疑
及
び
討
論
が
議
題
外
に
わ
た
る
か
又
は
必
要
が
な
い
と
認

め
た
と
き
は
、
制
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
七
条 

教
育
長
に
お
い
て
論
旨
が
尽
き
た
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
質
疑
又

は
討
論
の
終
結
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(

動
議)

 

第
十
八
条 

動
議
に
賛
成
が
あ
る
と
き
は
、
議
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

動
議
が
議
題
と
な
つ
た
と
き
は
、
教
育
長
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
会
議
に

宣
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

採
決)

 

第
十
九
条 

教
育
長
は
、
採
決
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
議
題
を
会
議
に
宣

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

 
(

議
事
日
程)

 

第
十
三
条 

会
議
の
議
事
日
程
は
、
委
員
長
が
定
め
る
。 

２ 

前
項
の
議
事
日
程
を
変
更
し
、
追
加
し
又
は
削
除
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

委
員
長
は
、
会
議
に
は
か
つ
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

議
題
の
宣
告)

 

第
十
四
条 

事
件
を
議
題
と
す
る
と
き
は
、
委
員
長
は
、
そ
の
旨
を
宣
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
数

件
を
一
括
し
て
議
題
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(

発
言
、
質
疑
及
び
討
論)

 

第
十
五
条 

委
員
が
発
言
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
員
長
の
許
可
を
得
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

第
十
六
条 

教
育
長
の
発
言
は
、
委
員
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
七
条 

質
疑
及
び
討
論
は
、
議
題
外
に
わ
た
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

委
員
長
は
、
質
疑
及
び
討
論
が
議
題
外
に
わ
た
る
か
又
は
必
要
が
な
い
と
認

め
た
と
き
は
、
制
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
八
条 

委
員
長
に
お
い
て
論
旨
が
尽
き
た
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
質
疑
又

は
討
論
の
終
結
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(

動
議)

 

第
十
九
条 

動
議
に
賛
成
が
あ
る
と
き
は
、
議
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

動
議
が
議
題
と
な
つ
た
と
き
は
、
委
員
長
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
会
議
に

宣
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(
採
決)

 

第
二
十
条 
委
員
長
は
、
採
決
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
議
題
を
会
議
に
宣

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

現 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

行 
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２ 
教
育
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
議
題
を
分
合
し
若
し
く
は
順

序
に
か
か
わ
ら
ず
採
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

教
育
長
が
採
決
を
宣
告
し
た
後
は
、
そ
の
議
題
に
つ
い
て
発
言
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。 

(

採
決
の
方
法)

 

第
二
十
条 

教
育
長
は
、
出
席
者
の
賛
否
の
意
見
を
求
め
て
採
決
す
る
。 

２ 

教
育
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
議
に
は
か
り
、
記
名
又
は

無
記
名
の
投
票
に
よ
つ
て
採
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

教
育
長
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
決
し
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
宣
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
一
条 

議
案
に
対
す
る
修
正
案
は
、
原
案
の
趣
旨
に
最
も
遠
い
と
認
め
ら

れ
る
も
の
か
ら
採
決
す
る
。 

２ 

修
正
案
が
否
決
さ
れ
た
と
き
は
、
原
案
に
つ
い
て
採
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

(

表
決
の
義
務)

 

第
二
十
二
条 

採
決
の
際
、
席
に
あ
る
出
席
者
は
、
表
決
に
加
わ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

(

継
続
審
議)

 

第
二
十
三
条 

審
議
未
了
の
議
題
に
つ
い
て
は
、
教
育
長
は
、
会
議
に
は
か
り
後

会
に
継
続
審
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(

教
育
長
の
報
告)

 

第
二
十
四
条 

教
育
長
は
、
教
育
委
員
会
の
事
務
処
理
に
関
し
必
要
と
認
め
た
事

項
を
、
会
議
に
お
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
章 

会
議
録 

(

作
成)

 

第
二
十
五
条 

会
議
の
次
第
は
、
会
議
録
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
会
議
録
は
、
教
育
長
が
作
成
す
る
。 

 
 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

 

２ 

委
員
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
議
題
を
分
合
し
若
し
く
は
順

序
に
か
か
わ
ら
ず
採
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

委
員
長
が
採
決
を
宣
告
し
た
後
は
、
そ
の
議
題
に
つ
い
て
発
言
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。 

(

採
決
の
方
法)

 

第
二
十
一
条 

委
員
長
は
、
各
委
員
の
賛
否
の
意
見
を
求
め
て
採
決
す
る
。 

２ 

委
員
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
議
に
は
か
り
、
記
名
又
は

無
記
名
の
投
票
に
よ
つ
て
採
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

委
員
長
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
決
し
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
宣
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
二
条 

議
案
に
対
す
る
修
正
案
は
、
原
案
の
趣
旨
に
最
も
遠
い
と
認
め
ら

れ
る
も
の
か
ら
採
決
す
る
。 

２ 

修
正
案
が
否
決
さ
れ
た
と
き
は
、
原
案
に
つ
い
て
採
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

(

表
決
の
義
務)

 

第
二
十
三
条 

採
決
の
際
、
席
に
あ
る
委
員
は
、
表
決
に
加
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

(

継
続
審
議)

 

第
二
十
四
条 

審
議
未
了
の
議
題
に
つ
い
て
は
、
委
員
長
は
、
会
議
に
は
か
り
後

会
に
継
続
審
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(

教
育
長
の
報
告)

 
第
二
十
五
条 

教
育
長
は
、
教
育
委
員
会
の
事
務
処
理
に
関
し
必
要
と
認
め
た
事

項
を
、
会
議
に
お
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
章 

会
議
録 

(

作
成)

 

第
二
十
六
条 
会
議
の
次
第
は
、
会
議
録
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
会
議
録
は
、
教
育
長
が
作
成
す
る
。 

 
 

現 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

行 
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(

記
載
事
項)

 

第
二
十
六
条 

会
議
録
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
。 

一 

開
会
、
閉
会
、
開
議
、
散
会
、
延
会
、
中
止
及
び
休
憩
に
関
す
る
事
項

並
び
に
年
月
日
及
び
時
刻 

二 

教
育
長
及
び
委
員
の
氏
名
及
び
出
欠
状
況 

三 

説
明
の
た
め
出
席
し
た
者
の
氏
名 

四 

諸
報
告
の
要
旨 

五 

議
題
及
び
議
事
の
大
要 

六 

議
決
事
項 

七 

そ
の
他
教
育
長
又
は
会
議
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
事
項 

(

承
認)

 

第
二
十
七
条 

会
議
録
は
、
次
の
定
例
会
の
会
議
に
お
い
て
承
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
会
議
録
の
承
認
の
際
、
記
載
事
項
に
関
し
て
委
員
か
ら
異
議
が
あ

つ
た
と
き
は
、
教
育
長
は
、
会
議
に
は
か
つ
て
決
定
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
会
議
録
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
長
の
指
名
し

た
二
人
の
委
員
が
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

承
認
さ
れ
た
会
議
録
は
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
章 

紀
律 

(

議
事
妨
害
等
の
禁
止)

 

第
二
十
八
条 

議
場
に
あ
る
者
は
、
静
粛
を
守
り
、
私
語
そ
の
他
議
事
の
妨
害

と
な
る
言
動
を
な
し
又
は
み
だ
り
に
そ
の
席
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

第
二
十
九
条 

教
育
長
は
、
会
議
中
議
事
の
妨
害
と
な
る
行
為
の
あ
る
者
の
言

動
に
対
し
て
は
、
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
六
章 

補
則 

(

補
則)

 

第
三
十
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
傍
聴
の
手
続
、
傍
聴
人
の
守

る
べ
き
事
項
そ
の
他
傍
聴
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。 

 

 

改 
 
 
 
  
 
 
 
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

 
 

(

記
載
事
項)

 

第
二
十
七
条 

会
議
録
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
。 

一 

開
会
、
閉
会
、
開
議
、
散
会
、
延
会
、
中
止
及
び
休
憩
に
関
す
る
事
項
並

び
に
年
月
日
及
び
時
刻 

二 

出
席
委
員
及
び
欠
席
委
員
の
氏
名 

三 

説
明
の
た
め
出
席
し
た
者
の
氏
名 

四 

諸
報
告
の
要
旨 

五 

議
題
及
び
議
事
の
大
要 

六 

議
決
事
項 

七 

そ
の
他
委
員
長
又
は
会
議
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
事
項 

(

承
認)

 

第
二
十
八
条 

会
議
録
は
、
次
の
定
例
会
の
会
議
に
お
い
て
承
認
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
会
議
録
の
承
認
の
際
、
記
載
事
項
に
関
し
て
委
員
か
ら
異
議
が
あ
つ

た
と
き
は
、
委
員
長
は
、
会
議
に
は
か
つ
て
決
定
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
会
議
録
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
の
指
名
し
た

二
人
の
委
員
が
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
五
章 

紀
律 

(

議
事
妨
害
等
の
禁
止)

 

第
二
十
九
条 

議
場
に
あ
る
者
は
、
静
粛
を
守
り
、
私
語
そ
の
他
議
事
の
妨
害
と

な
る
言
動
を
な
し
又
は
み
だ
り
に
そ
の
席
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

第
三
十
条 

委
員
長
は
、
会
議
中
議
事
の
妨
害
と
な
る
行
為
の
あ
る
者
の
言
動
に

対
し
て
は
、
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
六
章 
補
則 

(

補
則)

 

第
三
十
一
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
傍
聴
の
手
続
、
傍
聴
人
の
守

る
べ
き
事
項
そ
の
他
傍
聴
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。 

 

現 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

行 

                 

地
教
行
法
の
改
正

に
伴
い
、
会
議
録

の
公
表
が
、
努
力

義
務
と
さ
れ
た
た

め
規
定
す
る
も

の
。 

備 
 
 
 

考 
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第
三
十
一
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
等
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
教
育
長
が
会
議
に
は
か
つ
て
定
め
る
。 

 
附 
則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

宮
城
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則(

昭
和
二
十
三
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則

第
一
号)

は
、
廃
止
す
る
。 

附 

則(

昭
和
三
五
年
教
委
規
則
第
二
号)

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

 

第
三
十
二
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
等
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
委
員
長
が
会
議
に
は
か
つ
て
定
め
る
。 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

宮
城
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則(

昭
和
二
十
三
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則

第
一
号)

は
、
廃
止
す
る
。 

附 

則(

昭
和
三
五
年
教
委
規
則
第
二
号)

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

現 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

行 

 

備 
 
 
 

考 
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第２号議案

第２号議案

宮城県教育委員会傍聴人傍聴規則の一部改正について

宮城県教育委員会傍聴人傍聴規則（昭和２３年宮城県教育委員会規則第２号）

の一部を別紙のとおり改正する。

平成２７年３月２０日提出

宮城県教育委員会教育長 髙 橋 仁
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宮
城
県
教
育
委
員
会
傍
聴
人
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

宮
城
県
教
育
委
員
会
傍
聴
人
傍
聴
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
委
員
長
」
を
「
教
育
長
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附

則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
宮
城
県
教
育
委
員
会
傍
聴
人
傍
聴
規
則
第
六
条
の
規
定
は
適
用

せ
ず
、
改
正
前
の
宮
城
県
教
育
委
員
会
傍
聴
人
傍
聴
規
則
第
六
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
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宮城県教育委員会傍聴人傍聴規則の一部改正の概要 

 

 

 

１ 改正理由 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

（平成２６年法律第７６号）の施行に伴い、教育委員長職が廃止され、

教育委員長と教育長が一本化された新「教育長」が置かれることとな

った。 

これにより、教育委員会の会議について、新「教育長」が主宰する

こととなったため、当該規則の所要の改正が必要となるもの。 

 

２ 改正内容 

第６条中、「委員長」を「教育長」に改めるもの。 

 

３ 施 行 日 

平成２７年４月１日 

 

-14-



 

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
傍
聴
人
傍
聴
規
則 

 

第
一
条
～
第
五
条 

（
略
） 

 

第
六
条 

傍
聴
人
が
こ
の
規
則
に
違
反
し
た
り
或
は
議
場
の
秩
序
を
み
だ
す 

お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
教
育
長
は
退
場
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
七
条 

(

略)
 

 
 

附 

則 

 

本
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 
宮
城
県
教
育
委
員
会
傍
聴
人
傍
聴
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
） 

 

新
旧
対
照
表
（
案
） 

 

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
傍
聴
人
傍
聴
規
則 

 

第
一
条
～
第
五
条 
 

 

第
六
条 

傍
聴
人
が
こ
の
規
則
に
違
反
し
た
り
或
は
議
場
の
秩
序
を
み
だ
す 

お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
委
員
長
は
退
場
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
七
条 

（
略
） 

 
 

附 

則 

 

本
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

現 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

行 

     

地
教
行
法
の
改
正
に
伴

い
、
「
委
員
長
」
か
ら

「
教
育
長
」
に
改
め
る

も
の
。 

備 
 
 
 

考 
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第３号議案

第３号議案

教育長に対する事務の委任等に関する規則の一部改正について

教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和３１年宮城県教育委員会規則

第１２号）の一部を別紙のとおり改正する。

平成２７年３月２０日提出

宮城県教育委員会教育長 髙 橋 仁
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教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上

げ
る
。

第
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
前
条
第
一
項
第
十
一
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
十
号
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
前

条
第
一
項
第
二
十
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
十
九
号
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
前
条
第
一
項
第
二
十
一
号
」
を
「

前
条
第
一
項
第
二
十
号
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号
）

附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
第
一
条
及

び
第
二
条
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
改
正
前
の
教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
第
一
条
及
び
第
二
条

の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
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教育長に対する事務の委任等に関する規則の一部改正の概要

１ 改正理由

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成

２６年法律第７６号）の施行に伴い、教育委員長職が廃止され、教育委員

長と教育長が一本化された新「教育長」が置かれることとなった。

新「教育長」は、議会の同意を得て、首長が直接任命することとなるこ

とから、教育委員会から教育長に委任できない事務のうち、教育長の任免

等に関するものを削る必要があるため。

２ 改正内容

（１）第１条第１項第６号の「教育長の任免、分限及び懲戒を行い、並び

に給料月額を定めること。」を削るもの。

（２）条ずれについて、修正するもの。

３ 施 行 日

平成２７年４月１日
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○
教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則 

第
一
条 
宮
城
県
教
育
委
員
会(

以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。)

は
、
そ
の
権
限
に

属
す
る
事
務
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
事
務
を
宮
城
県
教
育

委
員
会
教
育
長(
以
下
「
教
育
長
」
と
い
う
。)

に
委
任
す
る
。 

一 

教
育
に
関
す
る
一
般
方
針
を
定
め
る
こ
と
。 

二 

所
管
に
属
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関(

以
下
「
学
校
等
」
と
い
う
。)

を
設
置
し
、
及
び
廃
止
す
る
こ
と
。 

三 

教
育
予
算
そ
の
他
議
会
の
議
決
を
経
る
べ
き
議
案
に
つ
い
て
意
見
を
申
し

出
る
こ
と
。 

四 

重
要
な
教
育
財
産
の
取
得
に
つ
い
て
申
し
出
る
こ
と
。 

五 

教
育
委
員
会
規
則
を
制
定
し
、
及
び
改
廃
す
る
こ
と
。 

六 

教
育
長
の
任
免
、
分
限
及
び
懲
戒
を
行
い
、
並
び
に
給
料
月
額
を
定
め
る

こ
と
。 

六 

教
育
庁
の
職
員
及
び
学
校
等
の
教
職
員
並
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の
任
免

そ
の
他
人
事
の
一
般
方
針
を
定
め
る
こ
と
。 

七 

教
育
庁
の
職
員
、
学
校
等
の
教
職
員
及
び
県
費
負
担
教
職
員
の
任
免
、
分

限
及
び
懲
戒
を
行
う
こ
と
。 

八 

退
職
手
当
の
支
給
制
限
、
支
払
の
差
止
め
、
返
納
命
令
及
び
納
付
命
令
に

関
す
る
こ
と
。 

九 

教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
状
況
に
関
す
る

点
検
及
び
評
価
を
行
う
こ
と
。 

十 

附
属
機
関
の
委
員
の
任
免
を
行
う
こ
と
。 

十
一 

教
科
書
を
採
択
す
る
こ
と
。 

十
二 

高
等
学
校
入
学
者
の
選
抜
方
針
を
定
め
る
こ
と
。 

 
 

十
三 

教
育
職
員
の
免
許
及
び
検
定
を
行
う
こ
と
。 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

 
 

教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
二
号
） 

 

新
旧
対
照
表 

 

○
教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則 

第
一
条 

宮
城
県
教
育
委
員
会(

以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。)

は
、
そ
の
権
限
に

属
す
る
事
務
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
事
務
を
宮
城
県
教
育

委
員
会
教
育
長(

以
下
「
教
育
長
」
と
い
う
。)

に
委
任
す
る
。 

一 

教
育
に
関
す
る
一
般
方
針
を
定
め
る
こ
と
。 

二 

所
管
に
属
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関(

以
下
「
学
校
等
」
と
い
う
。)

を
設
置
し
、
及
び
廃
止
す
る
こ
と
。 

三 

教
育
予
算
そ
の
他
議
会
の
議
決
を
経
る
べ
き
議
案
に
つ
い
て
意
見
を
申
し

出
る
こ
と
。 

四 

重
要
な
教
育
財
産
の
取
得
に
つ
い
て
申
し
出
る
こ
と
。 

五 

教
育
委
員
会
規
則
を
制
定
し
、
及
び
改
廃
す
る
こ
と
。 

六 

教
育
長
の
任
免
、
分
限
及
び
懲
戒
を
行
い
、
並
び
に
給
料
月
額
を
定
め
る

こ
と
。 

七 

教
育
庁
の
職
員
及
び
学
校
等
の
教
職
員
並
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の
任
免

そ
の
他
人
事
の
一
般
方
針
を
定
め
る
こ
と
。 

八 

教
育
庁
の
職
員
、
学
校
等
の
教
職
員
及
び
県
費
負
担
教
職
員
の
任
免
、
分

限
及
び
懲
戒
を
行
う
こ
と
。 

九 

退
職
手
当
の
支
給
制
限
、
支
払
の
差
止
め
、
返
納
命
令
及
び
納
付
命
令
に

関
す
る
こ
と
。 

十 

教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
状
況
に
関
す
る

点
検
及
び
評
価
を
行
う
こ
と
。 

十
一 
附
属
機
関
の
委
員
の
任
免
を
行
う
こ
と
。 

十
二 
教
科
書
を
採
択
す
る
こ
と
。 

十
三 

高
等
学
校
入
学
者
の
選
抜
方
針
を
定
め
る
こ
と
。 

十
四 

教
育
職
員
の
免
許
及
び
検
定
を
行
う
こ
と
。 

現 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

行 

           

地
教
行
法
の
改
正

に
伴
い
、
教
育
長

の
任
命
権
者
が
知

事
に
な
る
こ
と
か

ら
、
当
該
号
を
削

る
も
の
。 

  

備 
 
 
 

考 
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十
四 
文
化
財
保
護
条
例(

昭
和
五
十
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
九
号)

に
基
づ
く

文
化
財
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
、
保
持
者
、
保
持
団
体
又
は
保
存
団
体
の
認

定
及
び
そ
の
解
除
、
文
化
的
景
観
の
選
定
及
び
そ
の
解
除
並
び
に
保
存
技
術

の
選
定
及
び
そ
の
解
除
を
行
う
こ
と
。 

十
五 

市
町
村
教
育
委
員
会
に
対
し
県
費
負
担
教
職
員
を
指
導
主
事
に
充
て
る

場
合
の
同
意
を
与
え
る
こ
と
。 

十
六 

市
町
村
長(

市
町
村
の
組
合
の
長
を
含
む
。)

又
は
市
町
村
教
育
委
員
会

に
対
し
措
置
要
求
を
行
う
こ
と
。 

十
七 

学
校
等
の
教
職
員
及
び
県
費
負
担
教
職
員
の
組
織
す
る
職
員
団
体
又
は

労
働
組
合
と
重
要
な
交
渉
を
行
う
こ
と
。 

十
八 

請
願
及
び
陳
情
の
採
択
を
行
う
こ
と
。 

十
九 

訴
訟
に
関
す
る
こ
と
。 

二
十 

不
服
申
立
て
に
対
し
て
裁
決
し
、
又
は
決
定
す
る
こ
と
。 

二
十
一 

教
育
功
績
者
の
表
彰
を
行
う
こ
と
。 

二
十
二 

行
政
文
書
の
開
示
等
を
決
定
す
る
こ
と
。 

二
十
三 

個
人
情
報
の
開
示
等
を
決
定
す
る
こ
と
。 

二
十
四 

指
定
管
理
者
の
指
定
及
び
指
定
の
取
消
し
を
行
う
こ
と
。 

二
十
五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
重
要
か
つ
異
例
に
属
す
る
事
務
で

委
員
会
の
決
定
に
係
ら
し
め
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
行
う
こ

と
。 

２ 

教
育
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
て
処
理
し
た
事
務
の
う
ち
、

重
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
委
員
会
の
会
議
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

 
 

十
五 

文
化
財
保
護
条
例(

昭
和
五
十
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
九
号)

に
基
づ
く

文
化
財
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
、
保
持
者
、
保
持
団
体
又
は
保
存
団
体
の
認

定
及
び
そ
の
解
除
、
文
化
的
景
観
の
選
定
及
び
そ
の
解
除
並
び
に
保
存
技
術

の
選
定
及
び
そ
の
解
除
を
行
う
こ
と
。 

十
六 

市
町
村
教
育
委
員
会
に
対
し
県
費
負
担
教
職
員
を
指
導
主
事
に
充
て
る

場
合
の
同
意
を
与
え
る
こ
と
。 

十
七 

市
町
村
長(

市
町
村
の
組
合
の
長
を
含
む
。)

又
は
市
町
村
教
育
委
員
会

に
対
し
措
置
要
求
を
行
う
こ
と
。 

十
八 

学
校
等
の
教
職
員
及
び
県
費
負
担
教
職
員
の
組
織
す
る
職
員
団
体
又
は

労
働
組
合
と
重
要
な
交
渉
を
行
う
こ
と
。 

十
九 

請
願
及
び
陳
情
の
採
択
を
行
う
こ
と
。 

二
十 

訴
訟
に
関
す
る
こ
と
。 

二
十
一 

不
服
申
立
て
に
対
し
て
裁
決
し
、
又
は
決
定
す
る
こ
と
。 

二
十
二 

教
育
功
績
者
の
表
彰
を
行
う
こ
と
。 

二
十
三 

行
政
文
書
の
開
示
等
を
決
定
す
る
こ
と
。 

二
十
四 

個
人
情
報
の
開
示
等
を
決
定
す
る
こ
と
。 

二
十
五 

指
定
管
理
者
の
指
定
及
び
指
定
の
取
消
し
を
行
う
こ
と
。 

二
十
六 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
重
要
か
つ
異
例
に
属
す
る
事
務
で

委
員
会
の
決
定
に
係
ら
し
め
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
行
う
こ

と
。 

２ 
教
育
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
て
処
理
し
た
事
務
の
う
ち
、

重
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
委
員
会
の
会
議
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 現 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

行 

 

備 
 
 
 

考 
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第
二
条 
教
育
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

教
育
庁
及
び
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
職
員(

本
庁
課
長
職
以
上
に
あ
る

者
、
専
門
監
、
庁
副
参
事
及
び
庁
技
術
副
参
事
並
び
に
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

、
図
書
館
、
美
術
館
及
び
東
北
歴
史
博
物
館
の
部
長
職
以
上
に
あ
る
者
を
除

く
。)

、
学
校
の
教
職
員(

校
長
、
事
務
部
長
及
び
海
洋
総
合
実
習
船
長
を
除

く
。)

並
び
に
県
費
負
担
教
職
員(

校
長
を
除
く
。)

の
任
免
を
行
う
こ
と
。 

二 

教
育
庁
の
職
員
、
学
校
等
の
教
職
員
及
び
県
費
負
担
教
職
員
の
地
方
公
務

員
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
八
条
第
二
項
に
規
定

す
る
休
職
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

退
職
手
当
の
支
払
の
差
止
め
及
び
そ
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

退
職
手
当
の
支
給
制
限
、
返
納
命
令
及
び
納
付
命
令
を
行
う
際
の
人
事
委

員
会
か
ら
の
意
見
聴
取
を
行
う
こ
と
。 

五 

前
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会

が
指
定
し
た
委
員(

そ
の
補
欠
の
委
員
を
含
む
。)

の
補
欠
の
委
員
の
任
免
を

行
う
こ
と
。 

六 

教
科
書
を
採
択
す
る
こ
と
。 

七 

教
育
職
員
の
免
許
及
び
検
定
を
行
う
こ
と
。 

八 

市
町
村
教
育
委
員
会
に
対
し
県
費
負
担
教
職
員
を
指
導
主
事
に
充
て
る
場

合
の
同
意
を
与
え
る
こ
と
。 

九 

前
条
第
一
項
第
十
九
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
訴
え
の
提
起
及
び
そ
の

取
下
げ
並
び
に
和
解
を
行
う
こ
と
以
外
の
事
務
に
関
す
る
こ
と
。 

十 

前
条
第
一
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
行
政
文
書
の
開
示
等
の

決
定
又
は
個
人
情
報
の
開
示
等
の
決
定
に
関
す
る
不
服
申
立
て
に
対
し
決
定

す
る
こ
と
。 

十
一 

行
政
文
書
の
開
示
等
を
決
定
す
る
こ
と
。 

十
二 

個
人
情
報
の
開
示
等
を
決
定
す
る
こ
と
。 

十
三 

指
定
管
理
者
の
指
定
を
行
う
こ
と
。 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

 
 

第
二
条 

教
育
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

教
育
庁
及
び
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
職
員(

本
庁
課
長
職
以
上
に
あ
る

者
、
専
門
監
、
庁
副
参
事
及
び
庁
技
術
副
参
事
並
び
に
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

、
図
書
館
、
美
術
館
及
び
東
北
歴
史
博
物
館
の
部
長
職
以
上
に
あ
る
者
を
除

く
。)

、
学
校
の
教
職
員(

校
長
、
事
務
部
長
及
び
海
洋
総
合
実
習
船
長
を
除

く
。)

並
び
に
県
費
負
担
教
職
員(

校
長
を
除
く
。)

の
任
免
を
行
う
こ
と
。 

二 

教
育
庁
の
職
員
、
学
校
等
の
教
職
員
及
び
県
費
負
担
教
職
員
の
地
方
公
務

員
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
八
条
第
二
項
に
規
定

す
る
休
職
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

退
職
手
当
の
支
払
の
差
止
め
及
び
そ
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

退
職
手
当
の
支
給
制
限
、
返
納
命
令
及
び
納
付
命
令
を
行
う
際
の
人
事
委

員
会
か
ら
の
意
見
聴
取
を
行
う
こ
と
。 

五 

前
条
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員

会
が
指
定
し
た
委
員(

そ
の
補
欠
の
委
員
を
含
む
。)

の
補
欠
の
委
員
の
任
免

を
行
う
こ
と
。 

六 

教
科
書
を
採
択
す
る
こ
と
。 

七 

教
育
職
員
の
免
許
及
び
検
定
を
行
う
こ
と
。 

八 

市
町
村
教
育
委
員
会
に
対
し
県
費
負
担
教
職
員
を
指
導
主
事
に
充
て
る
場

合
の
同
意
を
与
え
る
こ
と
。 

九 

前
条
第
一
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
訴
え
の
提
起
及
び
そ
の

取
下
げ
並
び
に
和
解
を
行
う
こ
と
以
外
の
事
務
に
関
す
る
こ
と
。 

十 
前
条
第
一
項
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
行
政
文
書
の
開
示
等

の
決
定
又
は
個
人
情
報
の
開
示
等
の
決
定
に
関
す
る
不
服
申
立
て
に
対
し
決

定
す
る
こ
と
。 

十
一 

行
政
文
書
の
開
示
等
を
決
定
す
る
こ
と
。 

十
二 

個
人
情
報
の
開
示
等
を
決
定
す
る
こ
と
。 

十
三 

指
定
管
理
者
の
指
定
を
行
う
こ
と
。 

現 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

行 

             

条
ず
れ
に
つ
い
て
、

修
正
す
る
も
の
。 

備 
 
 
 

考 
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２ 
教
育
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
専
決
し
た
事
項
の
う
ち
、
必
要
と
認
め
ら

れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
委
員
会
の
会
議
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

第
三
条 

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
教
育
長
が
委
任
を
受
け
た
事
務
以
外

の
も
の
で
緊
急
に
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
務
が
生
じ
、
か
つ

、
委
員
会
の
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
又
は
招
集
す
る
い
と
ま
が
な

い
と
き
は
、
教
育
長
は
、
当
該
緊
急
に
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

事
務
に
つ
い
て
臨
時
に
代
理
し
、
又
は
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

教
育
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
に
代
理
し
又
は
専
決
し
た
と
き
は
、

最
近
の
委
員
会
の
会
議
に
そ
の
理
由
及
び
事
務
処
理
の
状
況
を
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

附 

則(

昭
和
三
五
年
教
委
規
則
第
三
号)
抄 

１ 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
三
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
施
行
の
際
、
現
に
宮
城
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
職
員
で
あ
る
者

及
び
教
育
次
長
、
課
長
そ
の
他
の
職
に
あ
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な

い
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
教
育
庁
の
相
当
の
職
員
及
び
職
に
あ
る
者
と
な
る
も
の
と

す
る
。 

 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

 
 

２ 

教
育
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
専
決
し
た
事
項
の
う
ち
、
必
要
と
認
め
ら

れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
委
員
会
の
会
議
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

第
三
条 

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
教
育
長
が
委
任
を
受
け
た
事
務
以
外

の
も
の
で
緊
急
に
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
務
が
生
じ
、
か
つ

、
委
員
会
の
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
又
は
招
集
す
る
い
と
ま
が
な

い
と
き
は
、
教
育
長
は
、
当
該
緊
急
に
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

事
務
に
つ
い
て
臨
時
に
代
理
し
、
又
は
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

教
育
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
に
代
理
し
又
は
専
決
し
た
と
き
は
、

最
近
の
委
員
会
の
会
議
に
そ
の
理
由
及
び
事
務
処
理
の
状
況
を
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

附 

則(

昭
和
三
五
年
教
委
規
則
第
三
号)

抄 

１ 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
三
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
施
行
の
際
、
現
に
宮
城
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
職
員
で
あ
る
者

及
び
教
育
次
長
、
課
長
そ
の
他
の
職
に
あ
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な

い
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
教
育
庁
の
相
当
の
職
員
及
び
職
に
あ
る
者
と
な
る
も
の
と

す
る
。 

現 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

行 

 

備 
 
 
 

考 
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第４号議案 

 

教育長の退職手当の支給に関する規則の廃止について 

 

 

 教育長の退職手当の支給に関する規則（平成７年宮城県教育委員会規則第３

号）は廃止する。 

 

   平成２７年３月２０日提出 

 

 

                      宮城県教育委員会教育長  髙 橋   仁 

第４号議案 

-23-



教
育
長
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

教
育
長
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
二

条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
廃
止
前
の
教
育
長
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
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教育長の退職手当の支給に関する規則の廃止の概要

１ 改正理由

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律（平成２６年法律第７６号）の施行に伴い，教育委員長職が

廃止され，教育委員長と教育長が一本化された新「教育長」が置

かれることとなった。

新「教育長」は，特別職のみの身分を有することとなり，現

行の「県教育委員会教育長の給与，勤務時間その他の勤務条件に

関する条例」が廃止され，「特別職の職員の給与並びに旅費及び

費用弁償に関する条例」の規定に基づくこととなったため。

２ 改正内容

当該規則を廃止するもの。

３ 施 行 日

平成２７年４月１日
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第５号議案

第５号議案

宮城県教育委員会公告式規則の一部改正について

宮城県教育委員会公告式規則（昭和２６年宮城県教育委員会規則第７号）の一

部を別紙のとおり改正する。

平成２７年３月２０日提出

宮城県教育委員会教育長 髙 橋 仁
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宮
城
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

宮
城
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号
）

附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
改
正
後
の
第
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
地
方
教
育
行
政

の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
五
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号
）

に
よ
る
改
正
前
の
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十

四
条
第
二
項
」
と
す
る
。
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宮城県教育委員会公告式規則の一部改正の概要

１ 改正理由

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成

２６年法律第７６号）の施行に伴い、条ずれが起こることから、当該規則

の所要の改正が必要となるもの。

２ 改正内容

第１条中「第１４条第２項」を「第１５条第２項」に改めるもの。

３ 施 行 日

平成２７年４月１日
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宮
城
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則 

第
一
条 
こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭
和

三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
委

員
会
規
則
そ
の
他
教
育
委
員
会
の
定
め
る
規
程
で
公
表
を
要
す
る
も
の
の
公
告

式
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
二
条 

教
育
委
員
会
規
則
を
公
布
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
公
布
の
旨
の
前
文

及
び
年
月
日
並
び
に
教
育
委
員
会
名
を
記
入
し
、
教
育
委
員
会
印
を
押
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
三
条 

規
則
の
公
布
は
、
宮
城
県
公
報
に
登
載
し
て
こ
れ
を
行
う
。
但
し
、
天

災
事
変
等
の
た
め
宮
城
県
公
報
に
登
載
で
き
な
い
と
き
は
、
民
営
新
聞
へ
の
登

載
若
し
く
は
教
育
庁
庁
舎
前
の
掲
示
及
び
公
衆
の
見
易
い
場
所
へ
の
掲
示
に
よ

つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
四
条 

前
二
条
の
規
定
は
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
他
の
規
程
等
の
公
布
又
は

公
表
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。 

 

第
五
条 

規
則
に
は
、
順
次
左
の
番
号
を
附
し
て
公
布
す
る
。 

宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第 
 

号 

２ 

前
項
に
定
め
る
番
号
は
、
毎
年
一
月
一
日
で
更
新
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
他
の
規
程
等
に
こ
れ
を
準
用
す

る
。
但
し
、
そ
の
場
合
第
一
項
の
「
規
則
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
規
程
の
種
別

に
従
い
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
六
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
規
則
、
規
程
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
、
規
程
等

を
も
つ
て
特
に
そ
の
施
行
期
日
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 
宮
城
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
） 

 

新
旧
対
照
表 

 

宮
城
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭
和

三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
委

員
会
規
則
そ
の
他
教
育
委
員
会
の
定
め
る
規
程
で
公
表
を
要
す
る
も
の
の
公
告

式
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
二
条 

教
育
委
員
会
規
則
を
公
布
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
公
布
の
旨
の
前
文

及
び
年
月
日
並
び
に
教
育
委
員
会
名
を
記
入
し
、
教
育
委
員
会
印
を
押
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
三
条 

規
則
の
公
布
は
、
宮
城
県
公
報
に
登
載
し
て
こ
れ
を
行
う
。
但
し
、
天

災
事
変
等
の
た
め
宮
城
県
公
報
に
登
載
で
き
な
い
と
き
は
、
民
営
新
聞
へ
の
登

載
若
し
く
は
教
育
庁
庁
舎
前
の
掲
示
及
び
公
衆
の
見
易
い
場
所
へ
の
掲
示
に
よ

つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
四
条 

前
二
条
の
規
定
は
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
他
の
規
程
等
の
公
布
又
は

公
表
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。 

 

第
五
条 

規
則
に
は
、
順
次
左
の
番
号
を
附
し
て
公
布
す
る
。 

宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第 

 

号 
２ 
前
項
に
定
め
る
番
号
は
、
毎
年
一
月
一
日
で
更
新
す
る
。 

３ 
前
二
項
の
規
定
は
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
他
の
規
程
等
に
こ
れ
を
準
用
す

る
。
但
し
、
そ
の
場
合
第
一
項
の
「
規
則
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
規
程
の
種
別

に
従
い
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
六
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
規
則
、
規
程
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
、
規
程
等

を
も
つ
て
特
に
そ
の
施
行
期
日
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

現 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

行 

  

地
教
行
法
の
改
正

に
伴
う
条
ず
れ
。 

備 
 
 
 

考 
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 附 
則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
施
行
の
際
、
現
に
従
前
の
公
告
式
に
よ
つ
て
公
布
又
は
公
表
し
た

規
則
、
規
程
等
は
、
こ
の
規
則
に
よ
つ
て
公
布
又
は
公
表
し
た
も
の
と
み
な
す

。 

 

附 

則(

昭
和
三
五
年
教
委
規
則
第
三
号)

抄 

１ 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
三
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則(

昭
和
四
九
年
教
委
規
則
第
九
号)

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
施
行
の
際
、
現
に
従
前
の
公
告
式
に
よ
つ
て
公
布
又
は
公
表
し
た

規
則
、
規
程
等
は
、
こ
の
規
則
に
よ
つ
て
公
布
又
は
公
表
し
た
も
の
と
み
な
す

。 

 

附 

則(

昭
和
三
五
年
教
委
規
則
第
三
号)

抄 

１ 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
三
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則(

昭
和
四
九
年
教
委
規
則
第
九
号)

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 

現 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

行 

 

備 
 
 
 

考 
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第
一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
一
条
の
四
） 

 

第
二
章 

教
育
委
員
会
の
設
置
及
び
組
織 

 
 

第
一
節 

教
育
委
員
会
の
設
置
、
教
育
長
及
び
委
員
並
び
に
会
議
（
第
二
条
―
第
十
六 

条
） 

 
 

第
二
節 

事
務
局
（
第
十
七
条
―
第
二
十
条
） 

 

第
三
章 

教
育
委
員
会
及
び
地
方
公
共
団
体
の
長
の
職
務
権
限
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十 

九
条
） 

 

第
四
章 

教
育
機
関 

 
 

第
一
節 

通
則
（
第
三
十
条
―
第
三
十
六
条
） 

 
 

第
二
節 

市
町
村
立
学
校
の
教
職
員
（
第
三
十
七
条
―
第
四
十
七
条
の
四
） 

 

 
 

第
三
節 

学
校
運
営
協
議
会
（
第
四
十
七
条
の
五
） 

 

 

第
五
章 

文
部
科
学
大
臣
及
び
教
育
委
員
会
相
互
間
の
関
係
等
（
第
四
十
八
条
―
第
五
十 

五
条
の
二
） 

 

 

第
六
章 

雑
則
（
第
五
十
六
条
―
第
六
十
三
条
） 

 

附
則 

   
 
 
 

 

（
第
一
条
か
ら
第
一
条
の
四
ま
で
（
略
）
） 

  

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

〇
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
） 

 

新
旧
対
照
表 

（
抜
粋
） 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
一
条
の
二
） 

 

第
二
章 

教
育
委
員
会
の
設
置
及
び
組
織 

 
 

第
一
節 

教
育
委
員
会
の
設
置
、
委
員
及
び
会
議
（
第
二
条
―
第
十
五
条
） 

  
 

第
二
節 

教
育
長
及
び
事
務
局
（
第
十
六
条
―
第
二
十
二
条
） 

 

第
三
章 

教
育
委
員
会
及
び
地
方
公
共
団
体
の
長
の
職
務
権
限
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十 

九
条
） 

 

第
四
章 

教
育
機
関 

 
 

第
一
節 

通
則
（
第
三
十
条
―
第
三
十
六
条
） 

 
 

第
二
節 

市
町
村
立
学
校
の
教
職
員
（
第
三
十
七
条
―
第
四
十
七
条
の
四
） 

 

 
 

第
三
節 

学
校
運
営
協
議
会
（
第
四
十
七
条
の
五
） 

 

 

第
五
章 

文
部
科
学
大
臣
及
び
教
育
委
員
会
相
互
間
の
関
係
等
（
第
四
十
八
条
―
第
五
十 

五
条
の
二
） 

 

 

第
六
章 

雑
則
（
第
五
十
六
条
―
第
六
十
三
条
） 

 
附
則 

   
 
 
 

 
（
第
一
条
か
ら
第
一
条
の
四
ま
で
（
略
）
） 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

前 
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第
二
章 

教
育
委
員
会
の
設
置
及
び
組
織 

 

 
 

 
 

 
第
一
節 

教
育
委
員
会
の
設
置
、
教
育
長
及
び
委
員
並
び
に
会
議 

 

（
設
置
） 

 

第
二
条 

都
道
府
県
、
市
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
町
村
及
び
第
二
十
一
条
に 

規
定
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
処
理
す
る
地
方
公
共
団
体
の
組
合
に
教
育
委
員
会 

を
置
く
。 

 

（
組
織
） 

 

第
三
条 

教
育
委
員
会
は
、
教
育
長
及
び
四
人
の
委
員
を
も
つ
て
組
織
す
る
。
た
だ
し
、 

条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
若
し
く
は
市
又
は
地
方
公
共
団
体
の
組
合 

の
う
ち
都
道
府
県
若
し
く
は
市
が
加
入
す
る
も
の
の
教
育
委
員
会
に
あ
つ
て
は
教
育
長 

及
び
五
人
以
上
の
委
員
、
町
村
又
は
地
方
公
共
団
体
の
組
合
の
う
ち
町
村
の
み
が
加
入 

す
る
も
の
の
教
育
委
員
会
に
あ
つ
て
は
教
育
長
及
び
二
人
以
上
の
委
員
を
も
つ
て
組
織 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
任
命
） 

 

第
四
条 

教
育
長
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
の
被
選
挙
権
を
有
す
る
者
で
、
人
格
が 

高
潔
で
、
教
育
行
政
に
関
し
識
見
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
の
長 

が
、
議
会
の
同
意
を
得
て
、
任
命
す
る
。 

２ 

委
員
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
の
被
選
挙
権
を
有
す
る
者
で
、
人
格
が
高
潔
で
、 

教
育
、
学
術
及
び
文
化
（
以
下
単
に
「
教
育
」
と
い
う
。
）
に
関
し
識
見
を
有
す
る
も 

の
の
う
ち
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
の
長
が
、
議
会
の
同
意
を
得
て
、
任
命
す
る
。 

 

３ 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
教
育
長
又
委
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。  

一 

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者 

 

二 

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者 

 

４ 

教
育
長
及
び
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
そ
の
う
ち
委
員
の
定
数
に
一
を
加
え
た
数 

の
二
分
の
一
以
上
の
者
が
同
一
の
政
党
に
所
属
す
る
こ
と
と
な
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

 
 
 
 

第
二
章 

教
育
委
員
会
の
設
置
及
び
組
織 

 

 
 
 
 

 

第
一
節 

教
育
委
員
会
の
設
置
、
委
員
及
び
会
議 

 

（
設
置
） 

 

第
二
条 

都
道
府
県
、
市
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
町
村
及
び
第
二
十
三
条
に 

規
定
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
処
理
す
る
地
方
公
共
団
体
の
組
合
に
教
育
委
員
会 

を
置
く
。 

 

（
組
織
） 

 

第
三
条 

教
育
委
員
会
は
、
五
人
の
委
員
を
も
つ
て
組
織
す
る
。
た
だ
し
、
条
例
で
定
め 

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
若
し
く
は
市
又
は
地
方
公
共
団
体
の
組
合
の
う
ち
都
道 

府
県
若
し
く
は
市
が
加
入
す
る
も
の
の
教
育
委
員
会
に
あ
つ
て
は
六
人
以
上
の
委
員
、 

町
村
又
は
地
方
公
共
団
体
の
組
合
の
う
ち
町
村
の
み
が
加
入
す
る
も
の
の
教
育
委
員
会 

に
あ
つ
て
は
三
人
以
上
の
委
員
を
も
つ
て
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
任
命
） 

 

第
四
条 

 

  

委
員
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
の
被
選
挙
権
を
有
す
る
者
で
、
人
格
が
高
潔
で
、 

教
育
、
学
術
及
び
文
化
（
以
下
単
に
「
教
育
」
と
い
う
。
）
に
関
し
識
見
を
有
す
る
も 

の
の
う
ち
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
の
長
が
、
議
会
の
同
意
を
得
て
、
任
命
す
る
。 

 

２ 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
委
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

一 

破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者 

 

二 

禁
錮 こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者 

 
３ 
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
そ
の
う
ち
委
員
の
定
数
の
二
分
の
一
以
上
の
者
が
同
一 

の
政
党
に
所
属
す
る
こ
と
と
な
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  

 
  
 

前 
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５ 
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
委
員
の
任
命
に
当
た
つ
て
は
、
委 

員
の
年
齢
、
性
別
、
職
業
等
に
著
し
い
偏
り
が
生
じ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、 

委
員
の
う
ち
に
保
護
者
（
親
権
を
行
う
者
及
び
未
成
年
後
見
人
を
い
う
。
第
四
十
七
条
の 

五
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

  
 
 
 

 

（
第
五
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
（
略
）
） 

 

  
 

（
教
育
長
） 

第
十
三
条 

   
 

 

教
育
長
は
、
教
育
委
員
会
の
会
務
を
総
理
し
、
教
育
委
員
会
を
代
表
す
る
。 

２ 

教
育
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
教
育
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の 

指
名
す
る
委
員
が
そ
の
職
務
を
行
う
。 

（
会
議
） 

第
十
四
条 

教
育
委
員
会
の
会
議
は
、
教
育
長
が
招
集
す
る
。 

２ 

教
育
長
は
、
委
員
の
定
数
の
三
分
の
一
以
上
の
委
員
か
ら
会
議
に
付
議
す
べ
き
事
件 

を
示
し
て
会
議
の
招
集
を
請
求
さ
れ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
招
集
し
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

教
育
委
員
会
は
、
教
育
長
及
び
在
任
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を 

開
き
、
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
除
斥
の
た 

め
過
半
数
に
達
し
な
い
と
き
、
又
は
同
一
の
事
件
に
つ
き
再
度
招
集
し
て
も
、
な
お
過 

半
数
に
達
し
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

４ 

教
育
委
員
会
の
会
議
の
議
事
は
、
第
七
項
た
だ
し
書
の
発
議
に
係
る
も
の
を
除
き
、 

出
席
者
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
教
育
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

  

  

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

４ 

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
員
の
任
命
に
当
た
つ
て
は
、
委 

員
の
年
齢
、
性
別
、
職
業
等
に
著
し
い
偏
り
が
生
じ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、 

委
員
の
う
ち
に
保
護
者
（
親
権
を
行
う
者
及
び
未
成
年
後
見
人
を
い
う
。
第
四
十
七
条
の 

五
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

  
 
 
 

 
 

（
第
五
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
（
略
）
） 

 
 

 

 

（
委
員
長
） 

第
十
二
条 

教
育
委
員
会
は
、
委
員
（
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
長
に
任
命 

さ
れ
た
委
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
か
ら
、
委
員
長
を
選
挙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

委
員
長
の
任
期
は
、
一
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
選
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

委
員
長
は
、
教
育
委
員
会
の
会
議
を
主
宰
し
、
教
育
委
員
会
を
代
表
す
る
。 

４ 

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
委
員
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育 

委
員
会
の
指
定
す
る
委
員
が
そ
の
職
務
を
行
う
。 

（
会
議
） 

第
十
三
条 

教
育
委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。 

   

２ 

教
育
委
員
会
は
、
委
員
長
及
び
在
任
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を 

開
き
、
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
除
斥
の
た 

め
過
半
数
に
達
し
な
い
と
き
、
又
は
同
一
の
事
件
に
つ
き
再
度
招
集
し
て
も
、
な
お
過 

半
数
に
達
し
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 
教
育
委
員
会
の
会
議
の
議
事
は
、
第
六
項
た
だ
し
書
の
発
議
に
係
る
も
の
を
除
き
、 

出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
委
員
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ 

る
。 

  

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

前 
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５ 

教
育
長
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
教
育
長
が
欠
け
た
場
合
の
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ 

い
て
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
長
の
職
務
を
行
う
者
は
、
教
育
長
と
み
な 

す
。 

 

６ 

教
育
委
員
会
の
教
育
長
及
び
委
員
は
、
自
己
、
配
偶
者
若
し
く
は
三
親
等
以
内
の
親 

族
の
一
身
上
に
関
す
る
事
件
又
は
自
己
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
の
従
事
す
る
業
務
に
直 

接
の
利
害
関
係
の
あ
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
議
事
に
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

た
だ
し
、
教
育
委
員
会
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
会
議
に
出
席
し
、
発
言
す
る
こ
と
が 

で
き
る
。 

７ 

教
育
委
員
会
の
会
議
は
、
公
開
す
る
。
た
だ
し
、
人
事
に
関
す
る
事
件
そ
の
他
の
事 

件
に
つ
い
て
、
教
育
長
又
は
委
員
の
発
議
に
よ
り
、
出
席
者
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数 

で
議
決
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
開
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

８ 

前
項
た
だ
し
書
の
教
育
長
又
は
委
員
の
発
議
は
、
討
論
を
行
わ
な
い
で
そ
の
可
否
を 

決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

９ 

教
育
長
は
、
教
育
委
員
会
の
会
議
の
終
了
後
、
遅
滞
な
く
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定 

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
議
事
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
。 

（
教
育
委
員
会
規
則
の
制
定
等
） 

第
十
五
条 

教
育
委
員
会
は
、
法
令
又
は
条
例
に
違
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
権 

限
に
属
す
る
事
務
に
関
し
、
教
育
委
員
会
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

教
育
委
員
会
規
則
そ
の
他
教
育
委
員
会
の
定
め
る
規
程
で
公
表
を
要
す
る
も
の
の
公 

布
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

（
教
育
委
員
会
の
議
事
運
営
） 

第
十
六
条 

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
の
会
議
そ
の
他
教
育
委
員 

会
の
議
事
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

  

 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

４ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
会
議
若
し
く
は
議
事
又
は
第
六
項
た
だ
し
書
の
発
議
に
係
る 

議
事
の
定
足
数
に
つ
い
て
は
、
委
員
長
は
、
委
員
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。 

   

５ 

教
育
委
員
会
の
委
員
は
、
自
己
、
配
偶
者
若
し
く
は
三
親
等
以
内
の
親
族
の
一
身
上 

に
関
す
る
事
件
又
は
自
己
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
の
従
事
す
る
業
務
に
直
接
の
利
害
関 

係
の
あ
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
議
事
に
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、 

教
育
委
員
会
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
会
議
に
出
席
し
、
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

６ 

教
育
委
員
会
の
会
議
は
、
公
開
す
る
。
た
だ
し
、
人
事
に
関
す
る
事
件
そ
の
他
の
事 

件
に
つ
い
て
、
委
員
長
又
は
委
員
の
発
議
に
よ
り
、
出
席
委
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多 

数
で
議
決
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
開
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

前
項
た
だ
し
書
の
委
員
長
又
は
委
員
の
発
議
は
、
討
論
を
行
わ
な
い
で
そ
の
可
否
を 

決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

（
教
育
委
員
会
規
則
の
制
定
等
） 

第
十
四
条 

教
育
委
員
会
は
、
法
令
又
は
条
例
に
違
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
権 

限
に
属
す
る
事
務
に
関
し
、
教
育
委
員
会
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

教
育
委
員
会
規
則
そ
の
他
教
育
委
員
会
の
定
め
る
規
程
で
公
表
を
要
す
る
も
の
の
公 

布
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

（
教
育
委
員
会
の
議
事
運
営
） 

第
十
五
条 

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
の
会
議
そ
の
他
教
育
委
員 

会
の
議
事
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

前 
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第
二
節 

事
務
局 

（
教
育
長
） 

第
十
六
条 

 
 

教
育
委
員
会
に
、
教
育
長
を
置
く
。 

２ 

教
育
長
は
、
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
教
育
委
員
会
の
委
員
（
委
員
長 

を
除
く
。
）
で
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
。 

３ 

教
育
長
は
、
委
員
と
し
て
の
任
期
中
在
任
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
公
務 

員
法
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
な
い
。 

４ 

教
育
長
は
、
委
員
の
職
を
辞
し
、
失
い
、
又
は
罷
免
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当 

然
に
、
そ
の
職
を
失
う
も
の
と
す
る
。 

（
教
育
長
の
職
務
） 

第
十
七
条 

 
 

教
育
長
は
、
教
育
委
員
会
の
指
揮
監
督
の
下
に
、
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
す
べ 

て
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

２ 

教
育
長
は
、
教
育
委
員
会
の
す
べ
て
の
会
議
に
出
席
し
、
議
事
に
つ
い
て
助
言
す
る
。 

３ 

教
育
長
は
、
自
己
、
配
偶
者
若
し
く
は
三
親
等
以
内
の
親
族
の
一
身
上
に
関
す
る
事 

件
又
は
自
己
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
の
従
事
す
る
業
務
に
直
接
の
利
害
関
係
の
あ
る
事 

件
に
つ
い
て
の
議
事
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、 

教
育
委
員
会
の
会
議
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
委
員
と
し
て
第
十
三 

条
第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。 

（
事
務
局
） 

第
十
七
条 

 
 

教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
教
育
委
員
会
に
事
務
局
を 

置
く
。 

２ 

教
育
委
員
会
の
事
務
局
の
内
部
組
織
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

 

 

（
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
四
条
（
略
）
） 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

 
 
 
 

第
二
節 

教
育
長
及
び
事
務
局 

（
教
育
長
） 

第
十
六
条 

 
 

教
育
委
員
会
に
、
教
育
長
を
置
く
。 

２ 

教
育
長
は
、
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
教
育
委
員
会
の
委
員
（
委
員
長 

を
除
く
。
）
で
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
。 

３ 

教
育
長
は
、
委
員
と
し
て
の
任
期
中
在
任
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
公
務 

員
法
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
な
い
。 

４ 

教
育
長
は
、
委
員
の
職
を
辞
し
、
失
い
、
又
は
罷
免
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当 

然
に
、
そ
の
職
を
失
う
も
の
と
す
る
。 

（
教
育
長
の
職
務
） 

第
十
七
条 

 
 

教
育
長
は
、
教
育
委
員
会
の
指
揮
監
督
の
下
に
、
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
す
べ 

て
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

２ 

教
育
長
は
、
教
育
委
員
会
の
す
べ
て
の
会
議
に
出
席
し
、
議
事
に
つ
い
て
助
言
す
る
。 

３ 

教
育
長
は
、
自
己
、
配
偶
者
若
し
く
は
三
親
等
以
内
の
親
族
の
一
身
上
に
関
す
る
事 

件
又
は
自
己
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
の
従
事
す
る
業
務
に
直
接
の
利
害
関
係
の
あ
る
事 

件
に
つ
い
て
の
議
事
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、 

教
育
委
員
会
の
会
議
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
委
員
と
し
て
第
十
三 

条
第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。 

（
事
務
局
） 

第
十
八
条 

 
 

教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
教
育
委
員
会
に
事
務
局
を 

置
く
。 

２ 
教
育
委
員
会
の
事
務
局
の
内
部
組
織
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

 
（
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
五
条
（
略
）
） 

 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

前 
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（
事
務
の
委
任
等
） 

第
二
十
五
条 

教
育
委
員
会
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
権 

限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
教
育
長
に
委
任
し
、
又
は
教
育
長
を
し
て
臨
時
に
代
理
さ 

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
務
は
、
教
育
長
に
委
任
す
る
こ
と
が 

で
き
な
い
。 

 
 

一 

教
育
に
関
す
る
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
基
本
的
な
方
針
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

教
育
委
員
会
規
則
そ
の
他
教
育
委
員
会
の
定
め
る
規
程
の
制
定
又
は
改
廃
に
関
す 

る
こ
と
。 

三 

教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
設
置
及
び
廃
止
に
関 

す
る
こ
と
。 

四 

教
育
委
員
会
及
び
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
職 

員
の
任
免
そ
の
他
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

次
条
の
規
定
に
よ
る
点
検
及
び
評
価
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
意
見
の
申
出
に
関
す
る
こ
と
。 

３ 

教
育
長
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
第1
項
の
規
定
に
よ
り
委 

任
さ
れ
た
事
務
又
は
臨
時
に
代
理
し
た
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
状
況
を
教
育
委
員
会 

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

教
育
長
は
、
第1

項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
事
務
そ
の
他
そ
の
権
限
に
属
す
る 

事
務
の
一
部
を
事
務
局
の
職
員
若
し
く
は
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
そ
の
他 

の
教
育
機
関
の
職
員
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第1

項
に
お
い
て
「
事
務
局
職
員
等
」 

と
い
う
。
）
に
委
任
し
、
又
は
事
務
局
職
員
等
を
し
て
臨
時
に
代
理
さ
せ
る
こ
と
が
で 

き
る
。 

 

 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

（
事
務
の
委
任
等
） 

第
二
十
六
条 

教
育
委
員
会
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
権 

限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
教
育
長
に
委
任
し
、
又
は
教
育
長
を
し
て
臨
時
に
代
理
さ 

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
務
は
、
教
育
長
に
委
任
す
る
こ
と
が 

で
き
な
い
。 

 
 

一 

教
育
に
関
す
る
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
基
本
的
な
方
針
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

教
育
委
員
会
規
則
そ
の
他
教
育
委
員
会
の
定
め
る
規
程
の
制
定
又
は
改
廃
に
関
す 

る
こ
と
。 

三 

教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
設
置
及
び
廃
止
に
関 

す
る
こ
と
。 

四 

教
育
委
員
会
及
び
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
職 

員
の
任
免
そ
の
他
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

次
条
の
規
定
に
よ
る
点
検
及
び
評
価
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
意
見
の
申
出
に
関
す
る
こ
と
。 

   

３ 

教
育
長
は
、
第1

項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
事
務
そ
の
他
そ
の
権
限
に
属
す
る
事 

務
の
一
部
を
事
務
局
の
職
員
若
し
く
は
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
そ
の
他
の 

教
育
機
関
の
職
員
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第1

項
に
お
い
て
「
事
務
局
職
員
等
」
と 

い
う
。
）
に
委
任
し
、
又
は
事
務
局
職
員
等
を
し
て
臨
時
に
代
理
さ
せ
る
こ
と
が
で
き 

る
。 

 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

前 
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（
教
育
に
関
す
る
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
状
況
の
点
検
及
び
評
価
等
） 

第
二
十
六
条 
教
育
委
員
会
は
、
毎
年
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
（
前
条
第
一
項
の 

規
定
に
よ
り
教
育
長
に
委
任
さ
れ
た
事
務
そ
の
他
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
（
同 

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
局
職
員
等
に
委
任
さ
れ
た
事
務
を
含
む
。
）
を
含
む
。
） 

の
管
理
及
び
執
行
の
状
況
に
つ
い
て
点
検
及
び
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
関
す
る
報 

告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
議
会
に
提
出
す
る
と
と
も
に
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
点
検
及
び
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
教
育
に
関
し
学 

識
経
験
を
有
す
る
者
の
知
見
の
活
用
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

改 
 
 
 
  
 
 
 
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

（
教
育
に
関
す
る
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
状
況
の
点
検
及
び
評
価
等
） 

第
二
十
七
条 

教
育
委
員
会
は
、
毎
年
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
（
前
条
第
一
項
の
規 

定
に
よ
り
教
育
長
に
委
任
さ
れ
た
事
務
そ
の
他
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
（
同
条 

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
局
職
員
等
に
委
任
さ
れ
た
事
務
を
含
む
。
）
を
含
む
。
） 

の
管
理
及
び
執
行
の
状
況
に
つ
い
て
点
検
及
び
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
関
す
る
報 

告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
議
会
に
提
出
す
る
と
と
も
に
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
点
検
及
び
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
教
育
に
関
し
学 

識
経
験
を
有
す
る
者
の
知
見
の
活
用
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

前 
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第６号議案

第６号議案

宮城県教育委員会に属する単純労務職員の給与に関する

規則の一部改正について

宮城県教育委員会に属する単純労務職員の給与に関する規則（昭和３２年宮城

県教育委員会規則第１１号）の一部を別紙のとおり改正する。

平成２７年３月２０日提出

宮城県教育委員会教育長 髙 橋 仁
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宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
単
純
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
単
純
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則

第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
一
級
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二

級

技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
職
務

「

「

「

別
表
の
二
級
の
項
中

二

級

を

三

級

に
改
め
、
同
表
の
三
級
の
項
中

三

級

を

」

」

」

「

「

「

四

級

に
改
め
、
同
表
の
四
級
の
項
中

四

級

を

五

級

に
改
め
る
。

」

」

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
職
務
の
級
の
切
替
え
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
在
職
す
る
職
員
の
施
行
日
に
お

け
る
職
務
の
級
に
つ
い
て
は
、
単
純
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
六

号
）
第
一
条
に
定
め
る
単
純
労
務
職
員
の
例
に
よ
る
。
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○
宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
単
純
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
新
旧
対
照
表

改

正

後

改

正

前

備
考

第
一
条
～
第
五
条

（
略
）

第
一
条
～
第
五
条

（
略
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

単
純
労
務
職
員

職
務
の
級

分

類

の

基

準

職
務
の
級

分

類

の

基

準

の
給
与
に
関
す

る
規
程
の
改
正

一

級

技
師
（
運
転
技
術
）
又
は
技
師
（
巡
視
）
等
の
職
務

一

級

技
師
（
運
転
技
術
）
又
は
技
師
（
巡
視
）
等
の
職
務

に
伴
い
、
職
務

の
級
の
分
類
に

二

級

技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
職
務

つ
い
て
改
正
す

る
も
の
。

三

級

相
当
の
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
職
務

二

級

相
当
の
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
職
務

四

級

高
度
の
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
職
務

三

級

高
度
の
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
職
務

五

級

主
任
の
職
務

四

級

主
任
の
職
務
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第７号議案

第７号議案

宮城県教育委員会に属する職員等の旅費及び費用弁償の

支給規則の一部改正について

宮城県教育委員会に属する職員等の旅費及び費用弁償の支給規則（昭和３６年

宮城県教育委員会規則第２号）の一部を別紙のとおり改正する。

平成２７年３月２０日提出

宮城県教育委員会教育長 髙 橋 仁
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宮

城

県

教

育

委

員

会

に

属

す

る

職

員

等

の

旅

費

及

び

費

用

弁

償

の

支

給

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

宮

城

県

教

育

委

員

会

に

属

す

る

職

員

等

の

旅

費

及

び

費

用

弁

償

の

支

給

規

則

（

昭

和

三

十

六

年

宮

城

県

教

育

委

員

会

規

則

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

「

「

別

表

（

そ

の

一

）

中

を

に

」

」

改

め

る

。

「

「

別

表

（

そ

の

二

）

中

を

に

改

め

る

。

」

」

附

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

平

成

二

十

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

改

正

後

の

宮

城

県

教

育

委

員

会

に

属

す

る

職

員

等

の

旅

費

及

び

費

用

弁

償

の

支

給

規

則

の

規

定

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

以

後

に

出

発

す

る

旅

行

及

び

施

行

日

前

に

出

発

し

、

か

つ

、

施

行

日

以

１級の52号俸以
下

４ 級

３ 級

２級

１級の53号俸以

上

５ 級

４ 級

３ 級

２ 級

１ 級

５ 級

４ 級

３級

２級の17号俸以

上

４ 級

３ 級

２ 級

１ 級

２級の16号俸以

下

１級
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後

に

完

了

す

る

旅

行

の

う

ち

施

行

日

以

後

の

期

間

に

対

応

す

る

分

に

つ

い

て

適

用

し

、

当

該

旅

行

の

う

ち

施

行

日

前

の

期

間

に

対

応

す

る

分

及

び

施

行

日

前

に

完

了

し

た

旅

行

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。
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　別表（その1）　　（第3条関係）

行政職
給料表

公安職
給料表

教育職
給料表
（一）

教育職
給料表
（二）

研究職
給料表

医療職
給料表
（一）

医療職
給料表
（二）

医療職
給料表
（三）

給与条例第22
条に規定する職
員

給与条例第25
条に規定する職
員

8級 9級 4級 5級 4級

7級 8級 3級
4級
3級の21号俸以
上

4級の65号俸以
上

7級

6級 7級
4級の64号俸以
下

3級 6級 6級

5級 6級

特2級の21号俸
以上
2級の49号俸以
上

3級の5号俸から
20号俸まで
特2級の21号俸
以上
2級の61号俸以
上

2級の13号俸以
上

4級 5級

特2級の20号俸
以下
2級の37号俸か
ら48号俸まで

3級の4号俸以
下
特2級の20号俸
以下
2級の45号俸か
ら60号俸まで

3級
2級の12号俸以
下

5級の13号俸以
上

5級の21号俸以
上

5級

3級 4級

2級の25号俸か
ら36号俸まで
1級の89号俸以
上

2級の33号俸か
ら44号俸まで
1級の89号俸以
上

2級の45号俸以
上

1級

5級の12号俸以
下
4級
3級の25号俸以
上

5級の20号俸以
下
4級
3級の25号俸以
上

4級

2級

3級
2級の29号俸以
上
1級の37号俸以
上

2級の5号俸から
24号俸まで
1級の37号俸か
ら88号俸まで

2級の17号俸か
ら32号俸まで
1級の37号俸か
ら88号俸まで

2級の5号俸から
44号俸まで
1級の41号俸以
上

3級の24号俸以
下
2級の17号俸以
上

3級の24号俸以
下
2級の25号俸以
上

3級
2級の17号俸以
上

1級

2級の28号俸以
下
1級の36号俸以
下

2級の4号俸以
下
1級の36号俸以
下

2級の16号俸以
下
1級の36号俸以
下

2級の4号俸以
下
1級の40号俸以
下

2級の16号俸以
下
1級

2級の24号俸以
下
1級

全職員
2級の16号俸以
下
1級

　別表（その1）　　（第3条関係）

行政職
給料表

公安職
給料表

教育職
給料表
（一）

教育職
給料表
（二）

研究職
給料表

医療職
給料表
（一）

医療職
給料表
（二）

医療職
給料表
（三）

給与条例第22
条に規定する職
員

給与条例第25
条に規定する職
員

8級 9級 4級 5級 4級

7級 8級 3級
4級
3級の21号俸以
上

4級の65号俸以
上

7級

6級 7級
4級の64号俸以
下

3級 6級 6級

5級 6級

特2級の21号俸
以上
2級の49号俸以
上

3級の5号俸から
20号俸まで
特2級の21号俸
以上
2級の61号俸以
上

2級の13号俸以
上

4級 5級

特2級の20号俸
以下
2級の37号俸か
ら48号俸まで

3級の4号俸以
下
特2級の20号俸
以下
2級の45号俸か
ら60号俸まで

3級
2級の12号俸以
下

5級の13号俸以
上

5級の21号俸以
上

4級

3級 4級

2級の25号俸か
ら36号俸まで
1級の89号俸以
上

2級の33号俸か
ら44号俸まで
1級の89号俸以
上

2級の45号俸以
上

1級

5級の12号俸以
下
4級
3級の25号俸以
上

5級の20号俸以
下
4級
3級の25号俸以
上

3級

2級

3級
2級の29号俸以
上
1級の37号俸以
上

2級の5号俸から
24号俸まで
1級の37号俸か
ら88号俸まで

2級の17号俸か
ら32号俸まで
1級の37号俸か
ら88号俸まで

2級の5号俸から
44号俸まで
1級の41号俸以
上

3級の24号俸以
下
2級の17号俸以
上

3級の24号俸以
下
2級の25号俸以
上

2級
1級の53号俸以
上

1級

2級の28号俸以
下
1級の36号俸以
下

2級の4号俸以
下
1級の36号俸以
下

2級の16号俸以
下
1級の36号俸以
下

2級の4号俸以
下
1級の40号俸以
下

2級の16号俸以
下
1級

2級の24号俸以
下
1級

全職員
1級の52号俸以
下

行政職給料表の各級に相当する職務の級

改

正

後

現

行

　
　
宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
の
支
給
規
則
新
旧
対
照
表

行政職給料表の各級に相当する職務の級
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　別表（その2）　　（第3条関係）

行政職
給料表

公安職
給料表

教育職
給料表
（一）

教育職
給料表
（二）

研究職
給料表

医療職
給料表
（一）

医療職
給料表
（二）

医療職
給料表
（三）

給与条例第25
条に規定する
職員

8級 9級 4級 5級 4級

7級 8級 3級
4級

3級
7級

6級 7級 4級 3級 6級 6級

5級 6級 特2級 特2級

4級 5級 2級 2級 3級 2級 5級 5級 5級

3級 4級 2級 1級
4級

3級

4級

3級
4級

2級

3級

2級

1級

1級 1級 1級 2級 2級 3級

1級 1級 1級
2級

1級

別表（その2）　　（第3条関係）

行政職
給料表

公安職
給料表

教育職
給料表
（一）

教育職
給料表
（二）

研究職
給料表

医療職
給料表
（一）

医療職
給料表
（二）

医療職
給料表
（三）

給与条例第25
条に規定する
職員

8級 9級 4級 5級 4級

7級 8級 3級
4級

3級
7級

6級 7級 4級 3級 6級 6級

5級 6級 特2級 特2級

4級 5級 2級 2級 3級 2級 5級 5級 4級

3級 4級 2級 1級
4級

3級

4級

3級
3級

2級

3級

2級

1級

1級 1級 1級 2級 2級 2級

1級 1級 1級 1級

改

正

後

現

行

　再任用職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の4第1項，第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員），特定
業務等従事任期付職員（一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮城県条例第9号。以下「任期付職員条例」という。）第2条の2の規定により採用さ
れた職員）及び任期付短時間勤務職員（任期付職員条例第2条の3の規定により採用された職員）の行政職給料表の各級に相当する職務の級

　再任用職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の4第1項，第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員），特定
業務等従事任期付職員（一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮城県条例第9号。以下「任期付職員条例」という。）第2条の2の規定により採用さ
れた職員）及び任期付短時間勤務職員（任期付職員条例第2条の3の規定により採用された職員）の行政職給料表の各級に相当する職務の級
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